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児童虐待の防止等に関する法律 

 

第１２条の４ 

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児 

童の保護のため特に必要があると認めるときは、６月を超えない期間を定めて、同項の規定による命 

令に係る期間を更新することができる。 

 

児童虐待の防止等に関する法律施行規則 

 

第３条 都道府県知事が法第１２条の４第１項の規定に基づき命令する場合における期間は、初日を含 

めて６月を超えない期間とする。 

２ 都道府県知事は、法第１２条の４第１項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に 

連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


